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私
は
年
金
を
受
け
取
れ
る

の
で
し
ょ
う
か

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か
ら

60
歳
ま
で
の
間
に
、
次
の
①
～
③

の
合
計
が
25
年
（
３
０
０
月
）
以

上
あ
る
人
が
、
65
歳
か
ら
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
国
民
年
金
・
厚
生
年
金
・
共
済

　

年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
た
期

　

間
②
保
険
料
免
除
制
度
・
学
生
納
付

　

特
例
制
度
・
若
年
者
納
付
猶
予

　

制
度
の
該
当
期
間

※
事
前
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

③
い
わ
ゆ
る
カ
ラ
期
間
【
厚
生
年

　

金
等
の
加
入
者
の
配
偶
者
で
、

　

任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期
間（
昭

　

和
61
年
３
月
以
前
）
な
ど
】

60     
歳
に
な
っ
た
と
き
受
給

資
格
期
間
を
満
た
し
て
い

な
い
場
合
ど
う
し
た
ら
い

い
で
す
か

　
「
高
齢
任
意
加
入
制
度
」
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　

高
齢
任
意
加
入
制
度
に
は
60
歳

の
誕
生
日
前
日
か
ら
加
入
で
き
、

申
し
込
み
月
か
ら
国
民
年
金
保
険

料
を
納
付
で
き
ま
す
。

　
「
あ
と
数
年
加
入
す
れ
ば
受
給

資
格
を
得
ら
れ
る
の
に
…
」
と
い

う
場
合
や
、「
こ
れ
ま
で
に
未
納

期
間
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
も
ら
え

る
老
齢
基
礎
年
金
を
満
額
に
近
付

け
た
い
」
と
い
う
場
合
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
65
歳
ま
で
高
齢
任
意
加

入
制
度
を
利
用
し
て
保
険
料
を
納

付
し
て
も
受
給
資
格
が
満
た
さ
れ

な
い
人
は
、
さ
ら
に
特
例
で
70
歳

ま
で
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
受
給
権
が
発
生
し

た
時
点
で
資
格
は
喪
失
と
な
る
ほ

か
、
保
険
料
納
付
の
免
除
申
請
は

で
き
ま
せ
ん
。

老
齢
基
礎
年
金
は
い
く
ら

も
ら
え
ま
す
か

　

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
は
、

保
険
料
を
納
付
し
た
期
間
と
保
険

料
免
除
等
承
認
期
間
に
よ
っ
て
決

ま
り
ま
す
。

　

仮
に
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
40

年
間
、
保
険
料
を
す
べ
て
納
付
し

た
場
合
、
受
給
で
き
る
老
齢
基
礎

年
金
は
年
額
７
９
２
、
１
０
０
円

（
平
成
22
年
度
）
と
な
り
ま
す
。

受
け
取
る
年
金
額
を
増
や

す
方
法
は
あ
り
ま
す
か

　
「
付
加
年
金
制
度
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　

付
加
年
金
制
度
と
は
、
国
民
年

金
の
第
１
号
被
保
険
者
が
、
毎
月

の
国
民
年
金
保
険
料
に
月
額
４
０

０
円
の
付
加
保
険
料
を
上
乗
せ
し

て
納
め
る
こ
と
で
、
将
来
、
老
齢

基
礎
年
金
と
合
わ
せ
て
付
加
年
金

を
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
制
度

で
す
。

　

付
加
年
金
と
し
て
受
給
す
る
金

額
（
年
額
）
は
、
付
加
保
険
料
を

納
め
た
月
数
に
２
０
０
円
を
乗
じ

た
金
額
で
す
。

※
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て
い

る
人
は
、
付
加
年
金
制
度
に
加
入

で
き
ま
せ
ん
。

保険料の支払い等
①国民年金・厚生年
　金・共済年金保険
　料納付期間
※最長40年
②保険料免除制度・
　学生納付特例制
　度・若年者納付猶
　予制度の該当期間
③カラ期間

老齢基礎年金
792,100円（年額）

60歳までに25年（300月）に満たない
場合、高齢任意加入制度が利用可能

◇繰り上げ支給…65歳以前から老齢基礎
　年金を受給（受給額減額）
◇繰り下げ支給…66歳以降老齢基礎年金
　を受給（受給額増額）

✚

✚

20〜60歳
国民年金加入期間

65歳〜
老齢基礎年金受給期間

付加保険料
（月額400円）

付加年金（年額）
200円×付加保険料
を納めた月数

11月は「ねんきん月間」です
年金への理解を深めましょう

毎年 11 月は「ねんきん月間」です。今回は、国民年金
に加入している人が受け取る老齢基礎年金についての
「年金受給Ｑ＆Ａ」と「よくある質問Ｑ＆Ａ」をお知ら
せします。

★市民課年金保険係☎�１１１４
　市民福祉課市民係☎�１３３１（内線３３３）
　熊谷年金事務所☎０４８－５２２－５１５８

年
金
受
給
Ｑ
＆
Ａ

①〜③の合計が
25年（300月）を
超える

ご確認ください！

年金受給までの流れ
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年
金
を
も
ら
う
に
は
、
手

続
き
が
必
要
で
す
か

　

老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
が

あ
る
人
に
は
、「
裁
定
請
求
書
」
が

年
金
事
務
所
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

届
い
た
裁
定
請
求
書
を
持
参
の

う
え
受
給
の
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

送
付
時
期

○
厚
生
年
金
加
入
期
間
が
１
年
以

　

上
あ
る
人

　

…
60
歳
に
な
る
月
の
３
か
月
前

○
厚
生
年
金
期
間
が
１
年
未
満
の

　

人
、
国
民
年
金
期
間
の
み
の
人

　

…
65
歳
に
な
る
月
の
３
か
月
前

《
受
給
手
続
き
に
つ
い
て
》

　

市
の
窓
口
で
手
続
き
で
き
る
の

は
、
第
１
号
被
保
険
者
期
間
の
み

の
人
で
す
。
第
３
号
被
保
険
者
期

間
や
厚
生
年
金
期
間
が
あ
る
人
は
、

年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

65     
歳
に
な
る
前
に
老
齢
基

礎
年
金
を
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
か

　

希
望
す
れ
ば
60
歳
か
ら
減
額
さ

れ
た
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。（
＝
繰
り
上
げ
支
給
）

　

た
だ
し
、
障
害
に
な
っ
て
も
障

害
基
礎
年
金
を
請
求
で
き
な
い
な

ど
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の

で
、
請
求
す
る
際
に
は
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

ま
た
、
66
歳
以
降
に
年
金
を
請

求
す
る
と
請
求
時
の
年
齢
に
応
じ

て
増
額
さ
れ
た
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。（
＝
繰
り
下
げ

支
給
）

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

年
金
手
帳
を
紛
失
し
て
し

ま
い
ま
し
た
が
、
ど
う
し

た
ら
い
い
で
す
か

　

年
金
手
帳
の
再
交
付
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
次
の
場
所

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
国
民
年
金
へ
の
加
入
状
態
に
よ
っ

て
受
付
場
所
が
変
わ
り
ま
す
。

○
第
１
号
被
保
険
者

　

農
業
、
自
営
業
者
、
学
生
、
フ

リ
ー
ア
ル
バ
イ
タ
ー
な
ど

受
付　

市
の
窓
口
又
は
熊
谷
年
金

　

事
務
所

○
第
２
号
被
保
険
者

　

厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
会
社
員
・
公
務
員
な
ど

受
付　

勤
務
先

○
第
３
号
被
保
険
者

　

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ

て
い
る
配
偶
者

受
付　

配
偶
者
の
勤
務
先

25     
年
以
上
年
金
保
険
料
を
納

め
て
会
社
を
早
期
退
職
し
た

場
合
、
国
民
年
金
に
は
加
入

し
な
く
て
も
い
い
で
す
か

　

20
歳
以
上
60
歳
以
下
で
日
本
に

住
所
が
あ
る
人
は
、
国
民
年
金
の

被
保
険
者
に
な
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

　
「
会
社
を
退
職
＝
厚
生
年
金
の

資
格
を
喪
失
し
た
こ
と
が
わ
か
る

書
類
」
を
持
参
の
う
え
市
の
窓
口

で
国
民
年
金
へ
の
加
入
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
め
た
保
険
料
は
、
基
礎
年
金

額
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
無

駄
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

11     
月
３
日
が
65     
歳
の
誕
生

日
で
す
が
、
老
齢
基
礎
年

金
は
い
つ
か
ら
も
ら
え
ま

す
か

　

誕
生
月
の
翌
月
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
の
で
、
12
月
分
か
ら
の
支
給

と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
１
日
生
ま
れ
の
人
に

つ
い
て
は
、
誕
生
月
か
ら
の
支
給

と
な
り
ま
す
。

住
所
を
変
更
し
た
場
合
、

何
か
手
続
き
が
必
要
で
す
か

　

住
民
票
の
住
所
変
更
と
は
別
に
、

年
金
の
住
所
変
更
の
届
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
住
所
変
更
用
紙
は

市
役
所
及
び
年
金
事
務
所
で
配
布

し
て
い
ま
す
。

※
共
済
年
金
加
入
者
は
、
各
共
済

組
合
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

年
金
受
給
者
が
亡
く
な
っ

た
の
で
す
が
、
何
か
手
続

き
が
必
要
で
す
か

　

国
民
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い

た
場
合
は
、
市
の
窓
口
又
は
熊
谷

年
金
事
務
所
で
受
給
権
者
死
亡
届

と
未
支
給
年
金
請
求
の
届
出
が
必

要
で
す
。

　

な
お
、
未
支
給
年
金
の
請
求
者

は
、
亡
く
な
ら
れ
た
人
と
生
計
を

共
に
し
て
い
た
親
族
で
す
。
該
当

者
が
い
な
い
場
合
は
死
亡
届
の
み

と
な
り
ま
す
。

　

厚
生
年
金
、
共
済
年
金
を
受
給

し
て
い
た
人
は
、
熊
谷
年
金
事
務

所
、
各
共
済
組
合
で
の
手
続
き
と

な
り
ま
す
。

　平成 22 年１月１日から９月 30 日までの間
に国民年金保険料を納付した人については、
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
が 10 月下旬から 11 月上旬にかけて日本年金
機構から送付されますので、年末調整や確定
申告の際には必ずこの証明書を添付してくだ
さい。
　また、10 月１日から 12 月 31 日までの間に、
今年初めて国民年金保険料を納付した人につ
いては、来年１月下旬に送付されます。　
　「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」
についてのご照会は、
控除証明専用ダイヤル
　☎０５７０−０７０−１１７
（ＩＰ電話の場合は）
　☎０３−６７００−１１３０
　　　　　　　　にお問い合わせください。

国民年金保険料は、
所得税・住民税申告時に

全額が社会保険料控除の対象となります

よ
く
あ
る
質
問
Ｑ
＆
Ａ

年金手帳は大切に！
年金について相談する際
は、基礎年金番号が必要と
なります。年金手帳は大切
に保管してください。

なる
ほど
！

本庄市マスコット
「はにぽん」


